
議案第５３号

杉並区自治基本条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成２３年１１月１８日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区自治基本条例の一部を改正する条例

杉並区自治基本条例（平成１４年杉並区条例第４７号）の一部を次のように改正

する。

第１４条第１項中「地方自治法で定めるところにより、区議会の議決を経て」を

「区の最上位の計画であり」に改め、「基本構想を」の次に「区議会の議決を経

て」を加え、「基本計画等」を「、総合的な施策に関する計画等（次項において

「総合計画等」という。）」に改め、同条第２項中「前項に規定する基本計画等」

を「総合計画等」に、「進捗状況」を「進捗状況」に改める。
ちよく

第２７条第４項中「第８項まで」を「第９項まで」に改める。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ 杉並区区民等の意見提出手続に関する条例（平成２１年杉並区条例第４１号）

の一部を次のように改正する。

第２条第２項第３号ア中「基本構想」の次に「（自治基本条例第１４条第１項

の規定により定めるものをいう。次号アにおいて同じ。）」を加える。

３ 杉並区基本構想審議会条例（平成２２年杉並区条例第２５号）の一部を次のよ

うに改正する。

第１条中「の基本構想」の次に「（杉並区自治基本条例（平成１４年杉並区条

例第４７号）第１４条第１項の規定により定めるものをいう。次条において同

じ。）」を加える。

４ 杉並区まちづくり条例（平成１４年杉並区条例第４５号）の一部を次のように

改正する。

第２条第２号中「地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２条第４項の規定



に基づき」を「杉並区自治基本条例（平成１４年杉並区条例第４７号）第１４条

第１項の規定により」に改める。

（提案理由）

地方自治法の一部が改正されたことに伴い、基本構想に関する規定を改める等の

必要がある。
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杉並区自治基本条例の一部を改正する条例新旧対照表

新 条 例 旧 条 例

（基本構想等） （基本構想等）

第１４条 区は、区の最上位の計画であ 第１４条 区は、地方自治法で定めると

り 、区 ころにより、区議会の議決を経て、区

政運営の指針となる基本構想を区議会 政運営の指針となる基本構想を

の議決を経て定めるとともに、その実 定めるとともに、その実

現を図るため、総合的な施策に関する 現を図るため基本計画等

計画等（次項において「総合計画等」

という。）を策定し、総合的かつ計画 を策定し、総合的かつ計画

的な区政運営に努めるものとする。 的な区政運営に努めるものとする。

２ 区は、総合計画等 の ２ 区は、前項に規定する基本計画等の

うち主要なものについて、目標に対す うち主要なものについて、目標に対す

る進捗状況の管理を行うとともに、毎 る進捗状況の管理を行うとともに、毎
ちよく

年度１回、当該進捗状況を区議会に報 年度１回、当該進捗状況を区議会に報

告し、かつ、公表しなければならな 告し、かつ、公表しなければならな

い。 い。

（住民投票の請求及び発議） （住民投票の請求及び発議）

第２７条 略 第２７条 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

４ 第１項の規定による住民投票の請求 ４ 第１項の規定による住民投票の請求

の処置等に関しては、地方自治法第７ の処置等に関しては、地方自治法第７

４条第２項から第９項まで、第７４条 ４条第２項から第８項まで、第７４条

の２第１項から第６項まで及び第７４ の２第１項から第６項まで及び第７４

条の３第１項から第３項までの規定の 条の３第１項から第３項までの規定の

例によるものとする。 例によるものとする。

資 料
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附則第２項による改正（杉並区区民等の意見提出手続に関する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（定義） （定義）

第２条 略 第２条 略

２ この条例において、次の各号に掲げ ２ この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、それぞれ当該各号に る用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 定めるところによる。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

(３) 策定 次に掲げる区分に応じ、 (３) 策定 次に掲げる区分に応じ、

それぞれ次に定めるものをいう。 それぞれ次に定めるものをいう。

ア 基本構想（自治基本条例第１４ ア 基本構想

条第１項の規定により定めるもの

をいう。次号アにおいて同じ。）

策定及び改定 策定及び改定

イ及びウ 略 イ及びウ 略

(４) 略 (４) 略

附則第３項による改正（杉並区基本構想審議会条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（設置） （設置）

第１条 杉並区の基本構想（杉並区自治 第１条 杉並区の基本構想

基本条例（平成１４年杉並区条例第４

７号）第１４条第１項の規定により定

めるものをいう。次条において同

じ。）を策定するため、区長の附属機 を策定するため、区長の附属機

関として、杉並区基本構想審議会（以 関として、杉並区基本構想審議会（以

下「審議会」という。）を置く。 下「審議会」という。）を置く。
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資 料

附則第４項による改正（杉並区まちづくり条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（定義） （定義）

第２条 この条例において、次の各号に 第２条 この条例において、次の各号に

掲げる用語の意義は、それぞれ当該各 掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 号に定めるところによる。

(１) 略 (１) 略

(２) まちづくり基本方針 区の基本 (２) まちづくり基本方針 区の基本

構想（杉並区自治基本条例（平成１ 構想（地方自治法（昭和２２年法律

４年杉並区条例第４７号）第１４条 第６７号）第２条第４項の規定に基

第１項の規定により定めるものをい づき 定めるものをい

う。）が示すまちづくりに関する基 う。）が示すまちづくりに関する基

本的な方針と具体的な方向を提示す 本的な方針と具体的な方向を提示す

るものをいう。 るものをいう。

(３) 略 (３) 略


